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守谷生まれの食品ロゴマーク入り

のぼり旗・シール・ポスター
7月2日㈪配布スタート！

　 市内で作られた野菜などの農畜産物や市内で生産・製造・加工された食品を「守
谷生まれの食品」としてＰＲするため、守谷生まれの食品ロゴマーク入りのぼり旗、シール、ポスターを作成
しました。守谷生まれの食品を取り扱っている事業者や店舗などに無料で配布しますので、希望される方は、
ぜひ申請してください。

▼申請方法　
　7月2日㈪以降、経済課窓口またはメールで申請する

▼提出書類（市ホームページからダウンロード可）
・守谷生まれの食品に関するロゴマーク使用申請書
・ロゴマーク使用確認書

▼対象となる事業者　次のいずれかに該当する事業者
・守谷市産の食材を販売または製造・加工している
・守谷市産の食材ではないが、市内で製造・加工し
ている
・守谷市産の食材として、一年を通して提供または使用

しており、その旨を飲食店のメニューに表記している
※通年提供が難しい露地野菜などを食材として
使用している場合は対象

▼配付枚数（1店舗または1事業所につき）
　【のぼり旗】2枚まで※ポールあり、土台なし
　【シ ー ル】1,000枚まで
　【ポスター】2枚まで

▼申込・問合先
　市役所経済課　商工・観光Ｇ　内線268・269
　 keizai@city.moriya.ibaraki.jp

事業者のみなさん

　5回目を迎える、夏の風物詩「守谷灼熱の雪合戦」が今
年もやってきます。迫力のある大人の雪合戦から、元気
な小学生の雪合戦まで、見どころ満載のイベントです。
かき氷フェスも同時開催！　夏休み最後の思い出に、真
夏の雪合戦に参戦してみませんか。

▼日時　※荒天中止
8月25日㈯
ジュニアの部（小学1～6年生）
インターナショナルの部（招待試合）
スノーパーク・スポーツビアガーデン
8月26日㈰
一般の部（中学生以上）
スノーパーク
同時開催（両日）　かき氷フェス

▼会場　守谷駅西口駅前広場

▼申込期間　
【ジュニアの部】7月9日㈪～　先着60人

【一般の部】　7月9日㈪～23日㈪　12チーム募集
　　　　　　※応募多数の場合抽選
※インターナショナルの部は招待試合のため 
募集しません

▼申込方法　守谷市商工会青年部のホーム
　　　　　　ページから申し込む

▼問合先　
　第五回守谷灼熱の雪合戦実行委員会　
　椎名☎070-1077-6327　
　 http://www.moriyasyoukoukai
　　 seinennbu.com
　 moriyayukigassenn164@gmail.com
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不在などで受け取れなかった場合
・7月31日㈫までは「守谷郵便局」へ　郵便局発行の不在連絡票をご確認ください。
・8月1日㈬以降は「市役所国保年金課」へ　窓口に来る方の身分証明書（運転免許証など）をお持ちください。

　8月から使用する新しい国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を7月中旬に簡易書留郵便で送付します。
１枚のカードに、被保険者証と高齢受給者証の内容を記載しています。

【70歳から74歳の方へ】国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を送付します

●問合先　市役所国保年金課　国保Ｇ　内線 102 ～ 104

　世帯主と国保加入者の前年中の合計所得金額が所得基準を下回る場合、均等割額と平等割額が減額されます。減額の申請は不
要ですが、世帯主と加入者全員の所得の申告が必要です。
＊「特定同一世帯所属者」とは　国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行された方で、世帯主の変更がなく引き続き同じ世帯にいる方のことです。

地方税法などの改正に伴い
国保税の賦課限度額が
変わります

所得が少ない世帯への
国保税の軽減を
拡大しました

区　　分
賦課限度額

Ｈ29 Ｈ30
基礎賦課額（医療分） 　54万円 　 58万円

後期高齢者支援金等賦課分（支援金分） 19万円（変更なし）
介護納付金賦課分（介護分） 16万円（変更なし）

合　計 89万円 93万円

　所得基準 軽減割合
33万円+50万円（＊1）×（被保険者数 + 特定同一世帯所属者数）以下 2割
33万円+27万5千円（＊2）×（被保険者数 + 特定同一世帯所属者数）以下 5割

　国民健康保険（以下、「国保」）に加入している世帯の
世帯主に、国民健康保険税納税通知書を送付します。
　国民健康保険税（以下、「国保税」）は、加入者の皆
さんが病気やけがをしたとき、経済的に安心して医
療を受けられるようにするための大切な財源です。
納付期間内に必ず納めてください。
※対象世帯には、平成30年4月から6月中旬に加入
し、既に喪失した世帯も含む
納税の義務は世帯主
　国保税を納める義務は世帯主にあります。世帯主が
国保に加入していなくても、世帯の中に１人でも加入者
がいれば、納税通知書は世帯主に送られます。
国保税の決まり方
　国保税は、国保加入者の人数と前年の所得に応じ
て、世帯単位で算出されます。詳しくは、納税通知書
をご確認ください。
所得の申告が必要
　国保税の算出には、世帯主と加入者全員の所得金額

の申告が必要です。未申告の場合、正しい国保税の算出
ができないだけでなく、各種軽減措置や減免制度の適
用、高額療養費の判定を受けることができません。
国保税は加入した月から
　国保への加入日は、他の市町村から転入した日や
職場の健康保険を抜けた日となり、加入した日の属
する月から国保税が発生します。市役所で届け出を
した日ではありませんのでご注意ください。
納付方法
〈普通徴収（口座振替、納付書での納付）の方〉
　7月から翌年2月までの毎月、年8回に分けて納付
します。納期限は各月の末日（12月は25日）です。末
日が土・日曜日、祝日の場合は次の平日です。
〈年度途中に75歳に到達する方〉
　年度途中に75歳となる方には、国保税を75歳と
なる月の前月分まで月割課税して通知します。その
月以後は、後期高齢者医療保険に移行し、納入通知
書も別に送付されます。

国民健康保険税納税通知書・被保険者証を送付します1

納税通知書が届いたら、必ず納付してください

平成29年度　（＊1）49万円　（＊2）27万円

あなたの健康を
支える制度 国民健康保険からのお知らせ
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負担軽減には、手続きが必要です　
　同じ月内に同一医療機関などで支払う医療費が限度額を超える場合に、あらかじ
め国保年金課窓口で「限度額適用認定証（以下、認定証）」の交付を受け、医療機関等
で提示すると、支払いが自己負担限度額までとなります。
　既に認定証の交付を受けている方も、有効期限は7月31日㈫です。忘れずに申請
してください。

▼申請が必要な方
国保に加入しており、下記のいずれかの条件を満たす方
⑴ 70歳未満の方（既に交付を受けている方を含む）
⑵ 70歳以上75歳未満で低所得者Ⅰ・Ⅱの方（下表参照）
　⑶ 70歳以上75歳未満で8月から、現役並みの所得者Ⅰ・Ⅱの方（下表参照）

▼申請が必要なもの　⑴保険証　⑵印鑑　⑶個人番号カードまたは通知カード

▼受付開始日　7月20日㈮

医療費が高額になりそうなとき、負担を軽減できる制度があります2 8月以降診療分の
申請は

7月20日㈮から
受付開始

　高額療養費制度とは、医療費の自己負担が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給さ
れる制度です。このうち、70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額（月額）が、8月から改正されます。

70歳以上75歳未満の方の高額療養費制度が改正されます3

所得区分 所得要件
窓口
負担 
割合

自己負担限度額

外来 
（個人単位）

外来＋入院 
（世帯単位）

現役並み 
所得者

住民税 
課税所得 
145万円
以上

3割 57,600円

80,100円+ 
（医療費－ 
267,000円） 
×1％ 

〈44,400円※1〉

一般
住民税 
課税所得 
145万円
未満　

２割

14,000円 
年間限度額 
144,000円

57,600円 
〈44,400円※1〉

低所得者
Ⅱ※2

住民税 
非課税

8,000円

24,600円

低所得者
Ⅰ※3

住民税 
非課税 
年金収入 
80万円 
以下など

15,000円

平成30年7月診療まで

所得区分 所得要件
窓口
負担 
割合

自己負担限度額

外来 
（個人単位）

外来＋入院 
（世帯単位）

現役並み 
所得者

Ⅲ住民税 
課税所得 
690万円 
以上

3割

252,600円+
（医療費－842,000)×1% 

〈140,100円※1〉　

Ⅱ住民税
課税所得 
380万円 
以上

167,400円+
（医療費－558,000）×1％ 

〈93,000円※1〉

Ⅰ住民税
課税所得 
145万円 
以上

80,100円+
（医療費－267,000円）×1％　 

〈44,000円※1〉

一般
住民税 
課税所得 
145万円
未満※2

２割

18,000円 
年間限度額 
144,000円

57,600円 
〈44,400円※1〉

低所得者
Ⅱ※2

住民税 
非課税

8,000円

24,600円

低所得者
Ⅰ※3

住民税 
非課税 
年金収入
80万円
以下など

15,000円

平成30年8月診療から

※1 過去12カ月以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合
の4回目以降の限度額。

※2 低所得者Ⅱは、世帯の全員が住民税非課税の方。
※3 低所得者Ⅰは、世帯全員が住民税非課税で、かつその世帯の各

所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方。
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保険料のお知らせと保険証を７月中旬から送付します
後期高齢者医療制度

●問合先　市役所国保年金課　年金・医療福祉Ｇ　内線 105、106

所得区分
自己負担限度額

外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

現役並所得者Ⅲ（課税所得690万円以上） 252,600円＋（医療費－842,000円）×1％（※140,100円）

現役並所得者Ⅱ（課税所得380万円以上） 167,400円＋（医療費－558,000円）×1％（※93,000円）

現役並所得者Ⅰ（課税所得145万円以上） 80,100円＋（医療費－267,000円）×1％（※44,400円）

一般 18,000円（年間上限144,000円） 57,600円（※44,400円）

低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円

低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

医療機関に支払う自己負担限度額（月額）　※平成30年8月～平成31年7月

※過去12カ月以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額

後期高齢者医療保険証2

　後期高齢者医療保険料は、加入者の皆さんが病気やけがをしたときに、経済的に安心して医療を受けられる
ようにするための大切な財源です。保険料の納付は加入者ごとになります。普通徴収の方は、納付期限までに
納めてください。後期高齢者医療保険料の算出方法や納付方法については、お知らせをご確認ください。

後期高齢者医療保険料1

認知症の方の家族のつどい

　大切な家族が認知症になったとき、誰もが戸惑い悲
しんだり、先の見えない状況に不安を感じたりします。
また、認知症は病気だと分かっていても、感情的に接し
てしまい、介護の疲れや孤独を感じることもあります。
　このつどいは、同じ立場にある家族の方々が集まり、
自由に自分の思いを話し合える場です。参加者からは、
「皆さんも私と同じ気持ちだと知って安心した」「家族

や友人にも話せないことを話せた」「認知症の症
状は人それぞれでも、どのように変化していく
のか心構えができた」などの感想をいただいて
います。ときに共感し合い、ときに支え合う「つ
どいの場」で、思っていることを話してみません
か。参加をお待ちしています。

▼日時　　7月18日㈬　14：00～15：30

▼場所　　市役所　小会議室２

▼対象者　市内在住の認知症の方の家族、
　　　　　介護者、介護の悩みを抱えている方
※認知症の方の家族以外で、自分の勉強の
ためなどの参加はご遠慮ください

●問合先 市役所介護福祉課　地域包括支援センター
 ☎ 45-1744

介護の悩みを共有しませんか

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方・65歳以上で一定の障がいのある方が加入する制度です。

申込不要

　8月1日㈬から使用する新しい保険証を、7月中旬～下旬に加入者本人宛に簡易書留郵便で送付します。不在の場合は、郵
便局で一定期間保管します（郵便局発行の不在連絡票をご確認ください）。その後は、市役所国保年金課にて保管します。
・保険証の記載内容に変更がある場合は、問合先にご連絡ください。
・医療機関等を受診するときは、必ず窓口に提示してください。
・医療機関等で支払う医療費の一部負担金の割合は、平成30年度（平成29年分）の住民税課税所得などを基に
判定しています。
限度額適用・標準負担額減額認定申請、限度額適用認定申請
　申請により、限度額適用・標準負担額減額認定または限度額適用認定を受けた方は、医療機関などにおける
１カ月の窓口負担が、自己負担限度額までとなります。対象の方には申請書を送付しますので、国保年金課で
手続きしてください。＊限度額適用認定は、8月から新たに始まる制度です。
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2019年開所予定民間保育所設立運営事業者の変更
●問合先　市役所児童福祉課　内線 151 ～ 153

私立幼稚園児保育料補助金の申請
私立幼稚園就園奨励費補助金
●私立幼稚園児保育料補助金
　所得に関係なく、在園中は園児1人当たり月額2,000
円が交付されます。
●私立幼稚園就園奨励費補助金
　市民税の所得割額（父母などの合算額が211,200
円以下の世帯）に応じて交付されます。詳細は市ホー
ムページをご覧ください。

▼ 申請方法　幼稚園から配布される申請用紙に必
要事項を記入の上、通園する幼稚園へ提出する
＊他市町村の幼稚園へ通園している方で、申請書が
ない方は、問合先へご連絡ください。

▼給付方法　平成31年3月に口座振込

▼問合先　　市役所児童福祉課　保育G
　　　　　　内線152

　私立幼稚園（「子ども・子育て支援新制度」に
移行した私立幼稚園は除く）に在園する児童の
保護者に対し補助金が交付されます。

新年度役員が決まりました
　守谷市自治会連絡協議会平成30年度
第1回代議員会を5月18日に開催しまし
た。今年度の役員として、下ケ戸区長（大
野支部）の髙

たか

木
ぎ

保
たもつ

さんが会長に選出され、
その他5名の副会長が選出されました。

　自治会相互の情報交換などを目的に、全区長および区から選出された
方で構成する組織です。研修会の実施や県の自治会連合会事業への参加
などの活動を行っています。

守谷市自治会連絡協議会とは

会長 髙
たか

木
ぎ

保
たもつ

さん（大野）
副会長 柗

まつ

元
もと

敏
とし

博
ひろ

さん（守谷）　佐
さ

々
さ

木
き

保
やす

昌
まさ

さん（みずき野）　野
のぐ

口
ち

英
ひで

世
よ

さん（高野）
 藤

ふじ

門
かど

幸
ゆき

彦
ひこ

さん（北守谷）　瀨
せ

島
じま

孝
たか

信
のぶ

さん（大井沢）

選出された役員の皆さん　※（　）内は支部名

●問合先　市役所市民協働推進課　協働推進Ｇ　内線 132

か わ ら ば ん 第6号守谷市自治会連絡協議会

※代議員会
　各支部から4名選出（24名）

会長
（1名）

副会長
（5名） 守谷支部

高野支部

大野支部

大井沢支部

みずき野支部

北守谷支部

代議員
（18名）

顧問

▲髙木保会長

　市では、2019年4月開所予定の民間保育所設
立運営事業者として、3事業者を決定していまし
たが、うち1事業者が決定を辞退しました。この
ため、応募のあった別事業者の中から、1事業者を
追加決定しました。なお、追加決定した事業者の
施設は、2019年10月開所予定です。

法人名　株式会社学研ココファン・ナーサリー
・施設名称　（仮称）ココファン・ナーサリー守谷
・予定地　　守谷市ひがし野三丁目2番1外

辞退した事業者

法人名　株式会社　トゥインクル
【施設概要（案）】
・名称　（仮称）m

マ ム

omなないろ
・定員　77人（0歳児8人、1歳児12人、2歳児12人、
　　　　　　 3歳児15人、4歳児15人、5歳児15人）
・予定地　守谷市大柏字中坪521番1外
・開所予定時期　2019年10月

今回追加決定した事業者の概要

＊施設概要については現時点での案であり、名称や定
員などについては変更となる可能性があります。
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交
通
規
制
な
ど
、
ご
迷
惑
を
お

掛
け
し
ま
す
が
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

●
下
水
道
管
布
設
工
事

▼
工
事
名　

Ｈ
29
市
公
下
第
2
号

工
事
▼
場
所　

本
町
地
内
▼
工
期　

９
月
下
旬
ま
で（
予
定
）▼
請
負
者　

オ
オ
シ
ン
㈱

▼
問
合
先　

上
下
水
道
事
務
所 

事
業
Ｇ　

☎
48
・
１
８
４
２

水
道
工
事
の
お
知
ら
せ

　

県
内
特
産
品
の
販
売
や
県
内

ロ
ケ
地
を
紹
介
す
る
物
産
展
、

シ
ョ
ー
ト
フ
ィ
ル
ム
上
映
な
ど
茨

城
の
魅
力
が
集
結
し
ま
す
。
詳
し

く
は
茨
城
南
青
年
会
議
所
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

７
月
15
日
㈰
午
前
10
時

〜
午
後
4
時
▼
場
所　

守
谷
駅
東

口
市
有
地
＊
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ

茨
城
の
魅
力
大
集
合
!!

茨
城
た
か
ら
市
in
守
谷

　

毎
年
、放
火
や
放
火
の
疑
い
の
火

災
は
、火
災
原
因
の
上
位
を
占
め
て

い
ま
す
。
日
頃
か
ら
放
火
火
災
の

防
止
対
策
を
行
う
こ
と
が
重
要
で

す
。地
域
の
一
人
一
人
が
、火
災
予

防
に
対
す
る
高
い
意
識
を
持
っ
て

対
策
す
る
こ
と
で
、
安
全
で
住
み

よ
い
街
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

●
放
火
防
止
対
策
例
　

・
夜
間
の
門
扉
・
車
庫
・
物
置
な

ど
の
施
錠
を
心
掛
け
る
。

・
死
角
の
要
因
と
な
る
物
を
建
物

や
敷
地
に
置
か
な
い
。

・
可
燃
物
は
外
部
か
ら
見
え
な
い

場
所
に
置
く
。

・
新
聞
や
チ
ラ
シ
を
郵
便
受
け
に

溜
め
込
ま
な
い
。

・
消
火
器
を
設
置
し
、
家
族
全
員

が
使
用
方
法
を
把
握
し
て
お
く
。

放
火
火
災
を
防
ご
う
!!

ん
の
で
公
共
交
通
機
関
ま
た
は
近

隣
有
料
駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
な
お
、
荒
天
時
は
中
央
公
民

館
に
て
物
産
展
と
シ
ョ
ー
ト
フ
ィ

ル
ム
上
映
の
み
開
催
。

▼
問
合
先　

一
般
社
団
法
人　

茨

城
南
青
年
会
議
所　

坂

☎
０
９
０
・
３
６
８
８
・
４
３
９
５

http://w
w
w
.ibarakim

ina
m
i-jc.or.jp/
bloc2018ibm

@
gm
ail.com

も
り
や
市
美
術
展　

生
花
展　

開
催

▼
展
示
内
容　

①
写
真
（
６
月
26

日
㈫
〜
７
月
２
日
㈪
）
②
生
花
展

（
６
月
28
日
㈭
〜
７
月
１
日
㈰
）③

日
本
画
、水
墨
画
、拓
本
、切
り
絵
、

俳
画
、洋
画（
６
月
26
日
㈫
〜
７
月

２
日
㈪
）
▼
会
場　

①
②
イ
オ
ン

タ
ウ
ン
守
谷　

③
市
民
交
流
プ
ラ

ザ（
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）▼
入
場
料　

無
料

▼
問
合
先　

小
松　
☎
48
・
２
５

１
９

家
庭
教
育
講
座

　

講
師
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
、

実
際
に
「
絵
手
紙
」
を
作
成
し
ま

す
。
夏
休
み
に
お
子
さ
ん
と
家
庭

で
実
践
し
て
み
て
は
い
か
が
で

す
か
。

▼
日
時　

７
月
19
日
㈭
午
前
10
時

〜
11
時
50
分
／
午
前
９
時
40
分
受

付
▼
会
場　

中
央
公
民
館　

2
階　

美
術
室
▼
講
師　

元
公
立
学
校
長　

廣ひ
ろ

瀬せ

一か
ず

峰み
ね

氏
▼
演
題　

絵
手
紙
作

成
入
門
講
座
▼
定
員　

30
人
※
超

過
の
場
合
抽
選
▼
持
参
品　

エ
プ

ロ
ン（
画
用
紙
、
絵
の
具
、
絵
筆
な

ど
は
主
催
者
が
用
意
し
ま
す
。
使

い
慣
れ
て
い
る
道
具
が
あ
れ
ば
持

参
も
可
）
▼
申
込
方
法　

７
月
５

日
㈭
ま
で
に
窓
口
で
申
し
込
む
▼

主
催　

市
教
育
委
員
会

▼
申
込
・
問
合
先　

市
役
所
生
涯

学
習
課　

内
線
２
７
３

●
設
定
温
度
の
調
整
を
適
温
に

　
「
冷
や
し
過
ぎ
」に
気
を
つ
け
て
、

設
定
温
度
は
控
え
め
に
。

●
フ
ィ
ル
タ
ー
の
掃
除
は
こ
ま
め
に

　

２
週
間
に
１
回
程
度
を
目
安
に

フ
ィ
ル
タ
ー
を
清
掃
す
る
と
、
目

詰
ま
り
に
よ
る
冷
房
能
力
と
風
量

の
低
下
を
防
げ
ま
す
。

●
ブ
ラ
イ
ン
ド
や
緑
の
カ
ー
テ
ン

な
ど
を
活
用

　

ブ
ラ
イ
ン
ド
や
緑
の
カ
ー
テ
ン

な
ど
で
窓
か
ら
入
る
熱
を
遮
断
す

る
と
、室
温
の
上
昇
を
防
げ
ま
す
。

●
風
向
き
は
上
向
き
に

　

冷
房
中
は
風
向
き
を
上
向
き
に
。

ま
た
、
扇
風
機
や
サ
ー
キ
ュ
レ
ー

タ
ー
を
併
用
し
て
室
内
の
空
気
を

循
環
さ
せ
る

と
、
よ
り
効

果
的
で
す
。

み
ん
な
で
楽
し
く　

エ
コ
ラ
イ
フ
！

夏
の「
電
気
の
上
手
な
使
い
方
」

〈
エ
ア
コ
ン
編
〉

　

お
子
さ
ん
の
野
菜
嫌
い
は
、
保

護
者
の
共
通
の
悩
み
の
よ
う
で

す
。
野
菜
の
栄
養
を
知
る
き
っ
か

け
に
、
親
子
で
一
緒
に
旬
の
夏
野

菜
を
使
っ
た
ク
ッ
キ
ン
グ
に
参
加

し
て
み
ま
せ
ん
か
。

▼
日
時　

７
月
21
日
㈯
午
前
９

時
30
分
〜
午
後
１
時
※
午
前
９

時
15
分
受
付
▼
場
所　

保
健
セ

ン
タ
ー　

２
階
栄
養
指
導
室
▼

対
象　

市
内
在
住
の
平
成
24
年

４
月
２
日
〜
平
成
26
年
４
月
１

日
生
ま
れ
の
お
子
さ
ん
と
そ
の

保
護
者
▼
募
集
人
数　

12
組
24

人
※
超
過
の
場
合
抽
選
▼
内
容　

汁
な
し
冷
や
し
担
担
麺
、
南
瓜

の
ム
ー
ス
、し
そ
ジ
ュ
ー
ス
▼
費

用　

１
組
５
１
０
円
▼
申
込
方

食
育
事
業
１

野
菜
の
摂
取
を
高
め
よ
う

夏
野
菜
で
ク
ッ
キ
ン
グ
！

法　

は
が
き
に
住
所
、
親
子
の
氏

名
と
ふ
り
が
な
、
お
子
さ
ん
の
年

齢
、
電
話
番
号
を
記
入
の
上
、
７

月
10
日
㈫
必
着
で
申
し
込
む
。
決

定
通
知
書
は
７
月
中
旬
に
発
送

予
定
▼
主
催　

児
童
福
祉
課
・
地

域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

▼
申
込
・
問
合
先　

地
域
子
育
て 

支
援
セ
ン
タ
ー
「
食
育
事
業
１　

野
菜
の
摂
取
を
高
め
よ
う
」
係　

〒
３
０
２

－

０
１
１
７　

守
谷
市

野
木
崎
１
９
４
７

－

２　

☎
45
・

２
４
６
２
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▼
受
験
種
目　

①
航
空
学
生　

②
一
般
曹
候
補
生

③
自
衛
官
候
補
生

▼
受
験
資
格　

①〈
海
〉18
歳
以
上
23
歳
未
満
の
方

（
高
卒
者
（
見
込
含
））
ま
た
は

高
専
３
年
次
修
了
者（
見
込
含
）　

〈
空
〉18
歳
以
上
21
歳
未
満
の
方

（
高
卒
者（
見
込
含
））ま
た
は
高

専
３
年
次
修
了
者（
見
込
含
）

②
③
18
歳
以
上
27
歳
未
満
の
方

（
②
は
平
成
31
年
４
月
１
日
現

在
、③
は
採
用
月
の
１
日
現
在
）

▼
受
付
期
間　

①
②
７
月
１
日
㈰
〜
９
月
７
日

㈮
※
締
切
日
必
着
③
随
時

▼
試
験
日　

①【
１
次
】９
月
17
日（
月・
祝
）【
2
次
】

10
月
15
日
㈪
〜
21
日
㈰
【
３
次
】

〈
海
〉11
月
22
日
㈭
〜
12
月
19
日
㈬

空
〉11
月
17
日
㈯
〜
12
月
20
日
㈭

②【
1
次
】９
月
21
日
㈮
〜
９
月
23

日
㈰【
2
次
】10
月
12
日
㈮
〜
10

月
17
日
㈬
の
い
ず
れ
か
１
日

③
受
付
時
に
通
知

▼
試
験
場
所　

別
途
個
別
通
知

▼
問
合
先　

自
衛
隊
茨
城
地
方
協

力
本
部　

龍
ケ
崎
地
域
事
務
所　

☎
０
２
９
７
・
64
・
３
３
５
１　

http://w
w
w
.m
od.go.jp/

自
衛
官（
航
空
学
生
・
一
般
曹
候

補
生
・
自
衛
官
候
補
生
）

採
用
試
験

　

小
貝
川
下
流
域
で
は
、水
上
オ
ー

ト
バ
イ
や
エ
ン
ジ
ン
を
搭
載
し
た

ボ
ー
ト
な
ど
の
騒
音
、危
険
・
迷

惑
行
為
で
他
の
河
川
利
用
者
や

周
辺
住
民
の
生
活
に
支
障
が
生

「
小
貝
川
下
流
域
水
面

利
用
ル
ー
ル
＆
マ
ナ
ー
」を
策
定

pco/ibaraki/
hpl-ib

araki@
p
co
.m
o
d.

go.jp

第
２
回　

Ｅ
ボ
ー
ト
レ
ー
ス

か
す
み
が
う
ら
大
会　

　

霞
ヶ
浦
を
身
近
に
体
感
し
て
い

た
だ
く
機
会
と
し
て
「
第
2
回
E

ボ
ー
ト
レ
ー
ス
か
す
み
が
う
ら
大

会
」を
開
催
し
ま
す
。会
場
に
は
15

店
舗
以
上
の
グ
ル
メ
ブ
ー
ス
が
出

展
す
る
ほ
か
、
ス
テ
ー
ジ
イ
ベ
ン

ト
も
楽
し
め
ま
す
。

▼
日
時　

7
月
15
日
㈰
午
前
9
時

30
分
開
会
▼
場
所　

歩
崎
公
園

湖
上
（
か
す
み
が
う
ら
市
坂
４
７

８
４
番
地
地

先
）

▼
問
合
先　

か
す
み
が
う

ら
市
観
光
商

工
課

☎
０
２
９
・
８

９
７
・
１
１

１
１

　
常
総
地
方
広
域
市
町
村
圏
事
務
組

合
で
は
、消
防
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
採
用
予
定
数　

10
人
程
度

▼
受
験
資
格　

次
の
全
て
に
該
当

す
る
方

①
平
成
５
年
４
月
２
日
〜
平
成
13

年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た
方

②
高
等
学
校
卒
業
ま
た
は
こ
れ
と

同
程
度
以
上
の
学
力
を
有
す
る

方
（
平
成
31
年
３
月
卒
業
見
込

み
を
含
む
）

▼
申
込
方
法　

受
験
願
書
に
必
要

書
類
を
添
え
て
、
窓
口
で
申
し
込

む
▼
受
付
期
間　

７
月
９
日
㈪
〜

８
月
3
日
㈮（
土
・
日
曜
日
、祝
日

を
除
く
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

時
15
分
）
▼
受
験
願
書
・
募
集
要

項
の
配
布
場
所　

常
総
地
方
広
域

市
町
村
圏
事
務
組
合
消
防
本
部

総
務
課
、
守
谷
消
防
署
、
水
海
道

消
防
署
、
つ
く
ば
み
ら
い
消
防
署

（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可
）

▼
申
込
・
問
合
先　

常
総
地
方
広

域
市
町
村
圏
事
務
組
合　

消
防
本

部
総
務
課　

☎
０
２
９
７
・
23
・

０
９
０
２　

h
ttp
://w

w
w
.

jyo
uso

-ko
iki.o

r.
jp
/
s
h
o

bo/index.
htm
l

消
防
職
員
を
募
集
し
ま
す

じ
る
よ
う
な
状
況
が
発
生
し
て

い
ま
す
。

　

小
貝
川
下
流
域
水
面
利
用
等
協

議
会
で
は
、「
小
貝
川
下
流
域
水

面
利
用
ル
ー
ル
＆
マ
ナ
ー
」
を
定

め
、
ル
ー
ル
＆
マ
ナ
ー
の
周
知
活

動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、協
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー

　守谷市は、来年10月に開催される国民体育大会のハンドボール競技の
会場になっています。そのリハーサル大会として、今年８月には「ジャパン
オープンハンドボールトーナメント」が開催され、全国から代表チームが守
谷市を訪れます。大会を盛り上げるため、守谷に訪れる自分の故郷のチーム
を応援して、選手をサポートしていただける方を募集します。

▼対象者　市内在住・在勤の方　　 ▼対象都道府県　茨城県を除く46都道府県

▼活動内容 ジャパンオープンハンドボールトーナメント、 
 国民体育大会における応援

▼申込・問合先 市役所生涯学習課　スポーツＧ　内線277

　みずき野地区には、約20人が参加する四国県人会があり、四国出身者や住んだことのある方
などが年2回会合を行っているそうです。同会では、国体のリハーサル大会や本大会に参加する
四国のチームを、会としても応援することになりました。次回の開催は、11月17日㈯を予定。
四国に縁のある方、県人会に参加して一緒に四国のチームを応援してみませんか。市内在住の方
なら、年齢・性別は問いません。みずき野地区には、他にも、北海道や九州など、さまざまな
県人会があり、随時開催されているそうです。興味のある方は、みずき野町内会事務所（☎48-
2971）まで、お問い合わせください。

みずき野地区では、こんな取り組みが!!

ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先　

下
館
河
川
事
務
所　

占
用
調
整
課　

☎
０
２
９
６
・
25
・
２
１
５
１

http://w
w
w
.ktr.m

lit.go.
jp
/shim

o
d
ate/shim

o
d
a

te00511.htm
l

国体で故郷の応援をしよう随時
募集中
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茨
城
県
行
政
書
士
会

県
南
支
部　

無
料
相
談
会

　

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

7
月
14
日
㈯
午
後
1
時

30
分
〜
４
時
※
こ
の
相
談
会
は
毎

月
実
施
／
予
約
不
要
▼
場
所　

中

央
公
民
館
団
体
活
動
室
▼
内
容　

相
続
・
遺
言
・
会
社
設
立
・
許
可
申

請
・
農
地
転
用
・
ビ
ザ
・
公
正
証
書
・

後
見
・
離
婚
協
議
等
の
契
約
書
な
ど

▼
問
合
先　

茨
城
県
行
政
書
士
会

県
南
支
部　

☎
44
・
９
９
６
７

子
ど
も
サ
イ
エ
ン
ス
倶
楽
部

▼
日
時　

７
月
15
日
㈰
午
前
10
時

〜
正
午
▼
会
場　

次
世
代
教
育
セ

ン
タ
ー　

２
階　

活
動
ル
ー
ム

（
取
手
市
下
高
井
１
２
７
１
番
地
）

▼
テ
ー
マ　
「
シ
ュ
ワ
シ
ュ
ワ
サ

イ
ダ
ー
を
科
学
し
よ
う
！
」
▼
内

容　

サ
イ
ダ
ー
作
り
を
と
お
し

て
、
シ
ュ
ワ
シ
ュ
ワ
の
謎
を
解
く

実
験
を
行
い
ま
す
▼
募
集
人
数　

小
学
生
20
人
▼
参
加
費　

１
０
０

０
円（
教
材
費
を
含
む
）▼
申
込
方

法　

フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
電
子
メ
ー

ル
で
申
し
込
む
▼
申
込
先　

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
次
世
代
教
育
セ
ン
タ
ー
事

務
局０

２
９
７
・
72
・
７
７
２
０

npojisedai@
gm
ail.com

▼
問
合
先　

☎
０
９
０
・
３
１
３

７
・
５
５
１
１（
事
務
局
直
通
）

▼
開
催
日　

10
月
１
日
㈪
▼
会
場　

筑
波
カ
ン
ト

リ
ー
ク
ラ
ブ
（
つ
く
ば
み
ら
い
市
高
岡
８
３
０

－

２
）

▼
対
象　

市
内
在
住
・
在
勤
の
方　

１
８
０
人
▼
参
加
費　

４
千
円
※
当
日
の
プ
レ
ー
費
は
１
万
５
３
９
４
円

（
昼
食
代
、
利
用
税
、
グ
リ
ー
ン
フ
ィ
ー
、
キ
ャ
デ
ィ
ー

フ
ィ
ー
な
ど
）
※
65
歳
以
上
は
利
用
税
の
減
免
措
置
あ

り
▼
そ
の
他　

グ
ロ
ス
上
位
者
は
、
県
ア
マ
チ
ュ
ア
ゴ

ル
フ
連
盟
主
催
競
技
の
参
加
資
格
を
取
得
▼
申
込
方

法　

申
込
用
紙（
市
役
所
生
涯
学
習
課
、中
央
・
郷
州
・

高
野
・
北
守
谷
の
各
公
民
館
、
中
央
図
書
館
、
文
化
会

館
、イ
ナ
バ
ゴ
ル
フ
に
用
意
）に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

参
加
費
を
添
え
て
７
月
27
日
㈮
ま
で
に
窓
口
で
申
し

込
む（
土
・
日
曜
日
、祝
日
を
除
く
）

▼
申
込
・
問
合
先　

市
民
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
ゴ
ル
フ
大
会

事
務
局（
市
役
所
生
涯
学
習
課
内
）　

内
線
２
７
７

第
44
回
市
民
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
ゴ
ル
フ
大
会　

参
加
者
募
集

▼
日
時　

７
月
22
日
㈰
午
前
８
時
集
合
※
雨
天
時
は

７
月
29
日
㈰
に
延
期
▼
会
場　

大
利
根
運
動
公
園
野

球
場
▼
参
加
資
格　

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
者
で
構

成
さ
れ
た
チ
ー
ム
（
中
学
生
可
）
▼
代
表
者
会
議
・
抽

選
会　

大
会
当
日
午
前
８
時
▼
参
加
費　

１
チ
ー
ム

３
千
円
（
当
日
集
金
）
▼
主
催　

市
体
育
協
会
ソ
フ
ト

ボ
ー
ル
部
▼
申
込
方
法　

７
月
６
日
㈮
ま
で
に
電
話

で
申
し
込
む

▼
申
込
・
問
合
先　

市
体
育

協
会
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
部　

代
表　

武た
け

田だ

隆り
ゅ
う

造ぞ
う　

☎
45
・
２
２
７
０

市
民
フ
ァ
ミ
リ
ー
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会　

参
加
チ
ー
ム
募
集

守
谷
市
体
育
協
会
50
周
年
記
念

体
育

募集開始

　市では、市民団体が行う公益性の高い市民活
動の「創出・継続・発展」を促進するため、その活
動を資金面から支援しています。新たに公益事
業を立ち上げようという方、現在実施している
公益事業の発展を目指す団体の方、ご応募お待
ちしています。
＊対象となる事業などには条件があります。
　詳細はお問い合わせください。

▼募集期間　7月2日㈪～25日㈬

▼応募資格　次の全てに該当する団体
①市内に活動拠点がある
②構成員が5人以上で、市内在住・在勤・在学
の方が含まれる

③事業実施に係る計画および収支予算・決算
を示すことができる

④行政機関が事務局となっていない

▼助成金額・回数
　1事業につき上限20万円（年1回に限る）

▼申請方法　申請書に事業計画書・事業収支予

算書・団体概要書・会員名簿を必要部数添付
し、郵送または窓口で提出する（可能な場合は
データでも別途提出）
※募集要項および提出書
類は、提出・問合先にお
いて配布するほか、市
ホームページからダウ
ンロード可

▼提出・問合先　
・市役所市民協働推進課
〒302-0198　
守谷市大柏950-1　内線132
kyoudou@city.moriya.ibaraki.jp

・守谷市民活動支援センター
〒302-0119　
守谷市御所ケ丘5-25-1　市民交流プラザ2階　
☎46-3370
moriyaborantia1@themis.ocn.ne.jp

▲（事例）灼熱の雪合戦

守谷市市民公益活動助成金（平成30年度第1回目）
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　市内に空家をお持ちの方で、次の条件を全て満たす建築物
1個人が居住する目的で所有し、現在空家もしくは空家になる予
定のものであり、一戸建ての建築物であること
2賃貸・分譲を目的とした建築物でないこと
3建築基準法や都市計画法、その他の法律で居住することが認めら
れている建築物であること
4大規模な修繕が不要な建築物であること
5守谷市の市税を滞納している者が所有する建築物でないこと
6暴力団員などが所有する建築物でないこと
＊登録された空家は、市ホームページで情報を公開します。

空家を売りたい・貸したい方の登録要件

　市内に移住・定住を目的として空家の賃借や購入を希望する方
で、次の条件を全て満たす方
1空家に定住し、地域住民と協調して生活できる方
2空家の転売や転貸を目的としていない方
3守谷市の市税を滞納していない方
4暴力団員などでない方

空家を買いたい・借りたい方の登録要件

▼申込方法　所定の申請書類に必要事
項を記入の上、窓口で申し込む（申請
書類は都市計画課窓口で配布または
市ホームページからダウンロード可）

▼交渉・契約方法　物件の売買・賃借に
関する交渉などの媒介業務は、茨城県
宅地建物取引業協会から推薦された
宅地建物取引業者が行います。市では
交渉や契約には一切関与しません。
　　契約が成立した場合は、法律で定め
られた報酬が必要となります。

▼問合先
　市役所都市計画課　まちづくりＧ
　内線243・244

空家バンクの
申込・交渉・契約方法

空家バンクの
登録

　市では市内の空家を有効活用し、空家問題の解消を図るため、
公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会と協定を結び、空家バン
クを設立しました。市内の空家を売買・貸借したい方の登録を募
集します。

タウンミーティングを
開催します

＊開催地区にお住ま
いでない方も参加
可能です。

▼日時　6月26日㈫　19:00 ～20:30

▼会場　市役所　大会議室
第2回目

（大野地区）

▼日時　7月3日㈫　19:00 ～20:30

▼会場　郷州公民館　集会室
第3回目

（みずき野地区）

▼日時　7月19日㈭　19:00 ～20:30

▼会場　市役所　大会議室
第5回目

（大井沢地区）

▼日時　7月24日㈫　19:00 ～20:30

▼会場　市民交流プラザ　
　　　　市民ギャラリー

第6回目
（北守谷地区）

▼日時　7月10日㈫　19:00 ～20:30

▼会場　ブランズシティ守谷
　　　　パーティールーム（ひがし野2-1）
　　　　＊どなたでも参加できますが、駐車場・駐
　　　　　輪場はありませんのでご注意ください。

第4回目
（守谷地区）

▼問合先　市役所秘書課
　　　　　内線321

市民の皆さんの
生の声を
聞かせてください
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守谷市伝統文化和装礼法
親子教室参加者募集創立20周年記念　

第17回定期演奏会

ウィンドアンサンブル守谷

　きものの着装を通して礼法（立ち居振る舞い）や
さまざまな作法・年中行事を学びます。　「地域のみなさまとともに」 をモットー

に、 市で活動している市民吹奏楽団です。
今年は、創立20周年記念演奏会をつくば市
ノバホールで開催します。感謝の気持ちを
音楽に込めて演奏します。

▼日時　7月15日㈰　
　　　　14：00開演　※13：30開場

▼会場　ノバホール
　　　　（つくば市吾妻1－10－1）

▼曲目　バレエ「三角帽子」より、海の歌、
　　　　コーラスラインメドレーほか

▼指揮　中
なか

野
の

和
かず

彦
ひこ

氏

▼入場料　無料（全席自由）

▼後援　守谷市・守谷市教育委員会
　　　　つくば市教育委員会

▼問合先　☎050－5327－8483　佐藤
　　　　　 we_moriya_info@yahoo.co.jp

▼日程　7月27日㈮・30日㈪～8月4日㈯・6日㈪・
　　　　9日㈭・10日㈮（全10回）

▼会場　郷州公民館　和室

▼時間　10：00～12：00

▼対象　小学生～中学生とその保護者

▼講師　公益社団法人　
　　　　きものコンサルタント協会会員

▼参加費　無料

▼募集人数　20人

▼申込方法　7月13日㈮までに電話または
　　　　　　ファクスで申し込む

▼主催　守谷市伝統文化和装礼法親子教室実行委員会
▼後援　市教育委員会

※詳細は6月下旬～7月初めに学校を通して案内を
配布

▼申込・問合先　山之内　☎・ 45－2692

入場無料

平成29年度　第41回全国高等学校ハンドボール大会
藤
代
紫
水
高
等
学
校

榎
本
悠
雅
さ
ん（
２
年
）

吉
田
麟
太
郎
さ
ん（
２
年
）

岩
田
大
和
さ
ん（
１
年
）

染
谷
優
斗
さ
ん（
１
年
）

田
口
裕
貴
さ
ん（
１
年
）

布
田
航
さ
ん（
１
年
）

馬
場
達
也
さ
ん（
１
年
）

堀
越
新
さ
ん（
１
年
）

水
海
道
第
二
高
等
学
校

髙
橋
凜
さ
ん（
２
年
）

森
下
結
香
さ
ん（
２
年
）

岡
田
里
菜
さ
ん（
２
年
）

菅
原
紗
耶
さ
ん（
２
年
）

稲
葉
沙
海
さ
ん（
１
年
）

中
村
彩
名
さ
ん（
１
年
）

倉
持
瑛
美
佳
さ
ん（
１
年
）

※学年は大会当時を掲載

全
国
大
会
出
場
者
紹
介
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地 域 で 安 全・安 心 な ま ち づ く り を 目 指 し て

●問合先　市役所交通防災課　交通・防災Ｇ　内線 137・138
平成３０年 5 月の犯罪発生状況

●市内の犯罪発生件数（平成30年5月） ※（　）内は前年比

※自転車盗は、守谷駅、イオンタウン守谷付近で多く発生しています

総　数 空き巣 忍込み 車上ねらい 万引き 自動車盗
11（±0） 0（－6） 8（－3） 38（－15） 15（－13）

195（-44） オートバイ盗 自転車盗 ニセ電話詐欺 その他 ※その他には暴行
などが含まれます2（－4） 42（+10） 　1（－2） 78（－11）

守谷の地区別防犯・交通安全
ニュース[5月分]

●市内の交通事故発生件数（平成30年5月） ※（　）内は前年比

人身事故 70件（－1） 死者 0人（±0） 負傷者 91人（＋1） 物損事故 698件（+66）

自動車盗難

　現在、市内に「消費料金に関する訴訟最終告知のお知
らせ」というはがきが届いたなどの相談を多数受けています。はがきによる訴訟告知
はありえませんので、問合先には絶対に連絡しないでください。不安な場合はすぐに
・警察相談専用電話　#9110　・茨城県取手警察署　☎0297－77－0110　まで！

訴訟最終告知のお知らせ

　75歳以上の方が運転免許証を更新する際に
は、認知機能検査を受けなければなりません。これまでは自動車教習所などで実施して
いましたが、4月からは、県内各警察署の更新会場で受けられるようになりました。認知
機能検査や高齢者講習に関するお問い合わせ、自動車教習所以外の場所での受検予約は　
茨城県警察運転免許センター　☎029－240－8150
平日　8:30 ～17:15（土・日曜日、祝日を除く）にお問い合わせください。

取手警察署交通課からのお知らせ

介護保険負担
限度額認定証の
更新をお願いします

　介護保険施設などを利用した際の食事代や部屋
代などの負担が軽減される「負担限度額認定証」に
は、有効期限があります。6月15日現在で負担限度額
認定を受けていた方には、更新申請の通知をお送り
しています。必要な方は、手続きをお願いします。

▼申請期限　7月13日㈮
　＊期限を過ぎても申請は可能ですが、認定の期間
は、申請を受理した月の初日からとなります。

●問合先　市役所介護福祉課　
　　　　　介護保険G　内線 172～ 174



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

12

水の事故に注意!!
　これから夏休みにかけて、子どもたち
が、海や川に行ったり、プールを利用し
たりと水遊びをする機会が増えます。
　海や川、湖沼、プールなどでの「水の事
故」に気を付けましょう。

　河口付近で遊泳中の子どもが沖に流
された。男性が救助に向かったが、同様
に沖に流されてしまった。

　川で魚釣りをしていた子どもが足を
滑らせ転落、流されてしまった。

　下校中の児童が用水路にいるカニを
取ろうとして足を滑らせ流された。

　幼児がプールで潜って遊んでいたと
ころ排水口に吸いこまれそうになった。

　幼児を遊ばせていたが転倒して溺れた。

■屋外の場合、天候の変化に注意し、水
中の変化など、危険な場所がないか確
認。必ず大人が付き添って、子どもか
ら目を離さないようにしましょう。

■釣りやボートに乗るときなどはライ
フジャケットを正しく着用し、立ち入
り禁止の場所には子どもを行かせな
い、遊ばせないようにしましょう。

■乳幼児は少しの水でも溺れます。
 ベビーバス使用
中は子どもから
目を離さないよ
うにしましょう。

ひとことアドバイス

・市消費生活センター　☎45－2327
 （市役所2階経済課内）月～金曜日
 9：00～12：00、13：00～16：00
 ※土・日曜日、祝日、年末年始を除く

・消費者ホットライン　☎188（全国共通）
 ※ 土・日曜日、祝日の10：00～16：00は 

国民生活センターにご案内します
 　（年末年始を除く）

トラブルにあったら…

７
月
の
各
種
相
談

法律相談 19日
13：00 ～16：00

市役所

12日9：00から要予約
☎45-1249
※同一事案の相談は不可

行政相談 9日
13：00 ～16：00 内線136

税務相談 11日
13：00 ～16：00

4～9日に要予約
※先着6人
内線205 ～207

若者就労
支援相談

28日
13：00 ～16：00 中央公民館 いばらき県南若者サポステ

☎029-893-3380　要予約

教育相談
不登校相談

月～金曜日
9：00～16：30

総合教育支援センター
（もりや学びの里内） ☎46-2341

こころの
健康相談

12日
13：30 ～15：30 保健センター 1週間前までに要予約

☎48-6000

家庭児童相談 月～金曜日
8：30～17：00

家庭児童相談室
（市民交流プラザ内） ☎45-2314

心配ごと相談
14：00 ～16：00
・ふくし 2日
・年金・労務 9日 いきいきプラザ・

げんき館
（社会福祉協議会）

相談日前週までに要予約
☎45-0088

電話相談 金曜日
10：00～15：00 ☎48-5555

生活機能相談
月曜日 9：00 ～17：00
木曜日 9：00 ～16：00
※祝日・年末年始除く

市役所介護福祉課 要予約
内線177
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7月

1 日 ふるさ都市もりや朝市（10：00～　守谷駅西口駅前広場）

2 月 第7回山百合展示会（13：00～、6日12：00　市役所・守谷駅） 図書館休館

3 火 おはなし会（11・13・14・18・26日　11：00～　中央図書館）
タウンミーティング（19：00～20：30　郷州公民館）

4 水

5 木

6 金

7 土

8 日

9 月

10 火 タウンミーティング（19：00～20：30　ブランズシティ守谷）

11 水 人権相談（13：00～　市役所） 公民館休館

12 木 おはなし会（10：30～　キ・ターレ）

13 金

14 土

15 日 おはなし会（14：00～　中央図書館）

16 月 海の日

17 火

18 水 おはなし会（11：00～　ミ・ナーデ）
認知症の方の家族のつどい（14：00～15：30　市役所）

19 木 タウンミーティング（19：00～20：30　市役所）

20 金 おひざでだっこおはなし会（11：00～　中央図書館）

21 土

22 日

23 月 おはなし会（15：00～　保健センター）

24 火 おはなし会（11：00～、15：00～　北守谷公民館）
タウンミーティング（19：00～20：30　市民交流プラザ）

25 水

26 木

27 金

28 土

29 日

30 月

31 火 納期限：国民健康保険税（1期）、後期高齢者医療保険料（1期）、
固定資産税・都市計画税（2期）、上下水道料金（5・6月分）

※ 毎週日曜日は総合窓口課の窓口が開庁しています
　[受付時間] 8：30～12：00・13：00～17：15 らしのコーナー暮


